
２００６年４月から５年目の法改正が施行されました。在宅サービスは軽介護（要支援、要介護１）の利用者に大きな変更
点がありました。要介護認定（要支援２の新設）、予防ケアプラン（地域包括支援センターが作成）、サービス内容の変
更等ですが、３月に入ってもルールが確定しない状況で、現場は混乱しました。
ちょうど介護保険制度発足時の２０００年４月と同じような状況が繰り返されました。
利用者への説明も充分とはいえない中で高齢者の途惑いと困惑が危惧されます。

年々高齢者の独り暮らしや高齢者夫妻、姉妹あるいは親子などの高齢者のみ世帯が増えています。こうした
方々は介護度が高くなると在宅での生活が困難になります。要支援、要介護１レベルの場合、介護保険制度を
利用しながらなんとか在宅の生活を継続してこられました。
９０歳の独居の男性、８５歳と８２歳のご夫妻、８９歳と８６歳の姉妹、９２歳の母と７８歳の息子等々。この方々の在宅生
活を支え、介護保険制度は様々な問題を抱えながらも５年間認知されてきました。
今後は、生活は自助、互助、共助で支え、保険は予防のために給付されることになります。制度利用者の約半
数を占める軽介護度の方々は、何のために保険料を負担しているのか、ことさらに予防プランを提供されるで
もなく、上記の方々は、充分に自らの力で頑張って、今日の長寿を迎えておられるのです。
みなさまは、いかがお考えでしょうか？

東京都社会福祉協議会が制度改定後すぐに行った調査では、対象となった８６％の方々が制度移行による不安や不満を回答されています。
そして次のような記述が多く寄せられています。
※『介護保険制度の改正に伴う利用者への影響調査集計速報１８.５.２９版』の自由記述回答より抜粋。（　）内は「現在使っているサービス」

掃除、ポータブルトイレ掃除、買い物、調
理、洗濯と2時間でやってもらっていたこと
が、1時間30分に変更になった。独居でトイ
レは和式共同、洗濯機なくコインランドリー
利用、生物を買ってきても調理する時間なく
ヘルパー帰る。煮物の途中時間なくそのまま
ヘルパー帰る等あり、調理の品数も少なくな
り不便に思っている
（訪問介護）

うつ病のため身体機能は何とか動ける
が、精神的に不活発な日常を送ってい
ます。ガンのため人工肛門、家族は遠
方に弟が1人いますが、私も脳梗塞で認
定もらっています。定期的にヘルパー
さんが来ることによって生活が維持さ
れていたのに、週1回に減り、ゴミ屋敷
の中に寝ています
（訪問介護）

予防給付になったた
め単位数の関係から
入浴できなくなるな
ど、なぜ入浴が不可
になるのか納得いか
ない。行政の決め事
が一方的すぎ
（通所介護）

ベッドの手摺も借り
られなくなって、夜
間のトイレ（数回）自
分で起きることが出
来ず家族の手を借り
ています
（福祉用具）

左記は、今回の法改定により在宅サービスがどのように変化したかを
まとめたものです。

１．要介護１は、認定審査の１次判定で「要介護1相当」と出ます。
１）要介護１か否かを従来どおり審査します。ここで要支援あるい
　　は要介護２等に変更することもあります。
２）要介護１となると、要介護１相当として審査します。下記２つ
　　に該当する場合のみ「要介護１」と判定し、その他の方は全員
　　　「要支援２」となります。
　①認知症により予防が理解できない
　②状態が不安定で予防できない
　　要支援２は、要支援１とともに予防給付の対象者です。
　　 （年齢や病名は介護度の認定には関係しません）

２．予防給付の創設
１）身体機能低下を予防し、現状の改善を目的とします。
２）目標設定をし、「改善に向けての支援サービス」が給付対象です。
３）事業者は介護サービスとは別に介護予防事業として、都道府県
　　から指定を受けます。

３．サービスの制限
　　　予防給付は、予防を目的に給付するので、サービスはかなり限
　　定的になります。

４.月額払いの予防
給付予防給付は月額払いになります。利用者は回数を多く希望－事
業者は対応できない。この問題を調整コントロールするのは包括支
援センターの個別プログラムです（双方に不満が残り、予防サービスを
提供する事業者は減少しています）。

在宅サービスの変化（要支援～要介護1）
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一般的な健 康講座、体操教室などの企
画に参加

項目へのチ ェックにより次の予防プロ
グラム（転倒、低栄 養、口腔、閉じ
こもり、認知 症、うつ）に参 加す
る。
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訪問介護
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビ リテーション
居宅療養管 理指導
通所介護
通所リハビ リテーション
短期入所生 活介護
短期入所療 養介護
福祉用具貸 与

自
治
体
ご
と
の

　
　
　
　
取
り
組
み

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
託
可
）

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

訪問介護
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
福祉用具貸与

予
防
給
付

介
護
給
付

地
域
支
援

（
自
治
体
事
業
）

給付上限額 給付上限額給付種類 利用可能なサービス 計画作成 要介護区分 給付種類 利 用可能なサービス要介護区分

２００６年４月１日～２０００年４月１日～２００６年３月３１日

計画作成

各自治体の福祉サービスや
ヘルス（保健）事業を利用
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（２５項目）
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介護保険の給付は、介護給付と予防給付の２つに区分されました。予防給付は、「家族負担の軽減のため介護の社会
化を目指した介護給付」と目的を異にします。もっとも今回の見直しは、保険制度導入の理由となったキーワード「介
護の社会化」は姿を消して、「財源の安定」がキーワードとなりました。その上今まで税で行っていた保健施策を地域
支援事業として介護保険に取り込んだことも大きな変化です。そのことが実は保険料を引き上げた真の原因になって
います。この変化は被保険者の支持を得られるのでしょうか？
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